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見沼田んぼ 

 

さくら草特別支援学校２階 
特別支援教育相談センターさくら草 

 

見沼代用水 
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←
見
沼
区 

 

セブンイレブン 

 
北
宿 

北浦和駅東口バスタ

ーミナル東武バス 

①番乗り場から 

「市立病院」行き 

「北宿」下車徒歩５分 

 

※浦和駅、東浦和駅、

大宮駅、さいたま新

都心駅からも数本

バスあり 

 

 

 

 

「さいたま市の特別支援教育」のホームページに 

アクセスできます。 

🔍検索 さいたま市の特別支援教育 

特別支援教育 

相談センターのご案内 

 

 

さいたま市教育委員会 

特別支援教育相談センターさくら草 所在地：さいたま市緑区三室 636-8０ 

TEL ０４８（８１０）５０３０  FAX ０４８（８７４）８５２２ 
【主な担当地区：浦和区・南区・緑区・岩槻区・見沼区の一部】        

 

特別支援教育相談センターひまわり 所在地：さいたま市西区三橋６-１５８７ 

TEL ０４８（６２３）５８７９  FAX ０４８（６２３）５９７９ 

【主な担当地区：西区・北区・大宮区・中央区・桜区・見沼区の一部】    

 

 

※受付時間 月曜～金曜 午前 9：00～午後 5：00 

（土日、祝日、年末年始は除きます） 

 

 

 

このリーフレットは、3,000 部作成し、１部あたりの作成費用は、6.3 円（概算）です。 
 

 

特別支援教育相談センターの情報は、 

こちらをご覧ください。 

 
※センター専用エレベーター 

をご利用ください。 



学習場面や生活の中でさまざまな困難を抱え、特別な教育的支援が 

必要な子どもたちがいます。周囲の人たちがその子どもの困難さに気 

付き、適切な支援をしていくことが大切です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜相談・支援の流れ＞             

 

 

 

 

 

 

お子さんの気になる様子はありませんか？ 

一人ひとりの教育的ニーズに応じた 

相談・支援を行います 

＜就学相談＞ 

★市内在住の次年度小学校入学予定者(未就学児)の保護者を

対象として、特別な教育的支援や適切な学びの場に関する

就学の相談を行います。 

★多様な学びの場（通常の学級、特別支援学級、特別支援学

校等）に関する情報提供をします。 

★特別支援学級や特別支援学校への就学を希望される場合

の手続きを行います。 

＜教育相談＞ 

★市内在住及び市立学校に在学している児童生徒の保護者

を対象として、発達や特別な教育的支援に関する相談を行

います。 

★障害の特性を理解し、支援の方針や手立てについて、保護

者の同意の上、学校や関係機関と情報を共有します。 

初めてのことや、

いつもと違うこと

があると活動への

参加が難しい。 

発想は豊かだが、

思いついたことを

すぐに言葉に出し

てしまう。 

足や手等に不自由

さがある。 

着替えやトイレが

一人でできない。 

発達がゆっくりで

ある。 

物を見るとき、 

極端に目を近づけ

る。または、見え

にくいようだ。 

 

呼びかけに対して 

気づきにくい。 

聞こえにくいかも 

しれない。 

興味があることに夢中に

なったり、好きなことに

こだわったりして次の活

動に切り替えられない。 

落ち着きがなく、

イライラして教室

を飛び出してしま

う。 

友達とうまく関わ

れない。ついカッ

となって手が出て

しまう。 

何度書いても漢字

が覚えられない。 

就学先は特別支援学級

か特別支援学校か 

どちらで学んだ方がよ

いのか分からない。 

支
援
者
に
よ
る
支
援 

支
援
の
方
針
・
計
画
・ 

手
立
て
の
相
談 

特
性
の
把
握 

（
行
動
観
察
・
検
査
等
） 

 

保
護
者
か
ら
電
話
で
の
申
し
込
み 

担
当
の
決
定
・
相
談
予
約 

初
回
の
相
談 

支
援
の
成
果 

改善 


